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都市計画マスタープラン及び景観計画策定の経過 

 

 

 

 

 

○ 第１回策定委員会      平成 21 年 5 月 1 日開催 
内容：生駒市の現況とまちづくりの課題について 

今後の進め方について 

○ 第２回策定委員会      平成 21 年７月６日開催 
内容：市内現地確認 

意見交換 

○ 第３回策定委員会      平成 21 年８月３１日開催 
内容：第 5 次総合計画案について 

今後の進め方について 

○ 第1回都市計画マスタープラン専門
部会 

平成 21 年 10 月 30 日開催
内容：都市計画マスタープランについ

て 
今後の部会の進め方について 

○ 第２回都市計画マスタープラン専門
部会 

平成２２年１月 26 日開催
内容：生駒市の将来像と目標について 

○ 第３回都市計画マスタープラン専門
部会 

平成２２年３月 2５日開催
内容：生駒市の将来像と目標について 

○ 第４回策定委員会      平成 22 年 4 月 27 日開催 
内容：都市計画マスタープランの策定状況について 

景観計画の策定状況について 
今後の進め方について 

○ 第２回景観計画専門部会 
平成２１年 12 月 18 日開催

内容：景観と都市計画の関係について 
生駒市における今後の景観のあ
り方について

○ 第 1 回景観計画専門部会 
平成 21 年 10 月 23 日開催

内容：景観計画について 
今後の部会の進め方について 

○ 第３回景観計画専門部会 
平成２２年 1 月 7 日開催

内容：景観と緑について 
生駒市の景観について 

○ 第４回景観計画専門部会 
平成２２年 3 月 10 日開催

内容：生駒市の景観に係るまとめにつ
いて 
生駒市の景観計画の構成について 

○ 第４回都市計画マスタープラン専門
部会 

平成２２年５月 2１日開催
内容：まちづくりの考え方について 

将来都市構造について 

○ 第５回都市計画マスタープラン専門
部会 

平成２２年７月 2９日開催
内容：生駒市の「将来の具体的なまち

づくりの方向」について 

○ 第５回景観計画専門部会 
平成２２年５月 14 日開催

内容：他都市の地区区分・方針につい
て 
生駒市の景観計画区域について

○ 第６回景観計画専門部会 
平成２２年７月 28 日開催

内容：奈良県の景観計画に基づく規制
等について 
景観計画区域内の地区区分・行
為の制限について 

3



 

 
 
 
 
 
 

都市計画マスタープラン 

の策定状況について 
 
 
 

4



 

○ 策定委員会から専門部会への附議事項について 

第 3 回策定委員会において、都市計画マスタープラン専門部会に対して附議された事

項としては、以下の２点に留意した、都市計画マスタープランの見直し検討作業となっ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 都市計画マスタープラン専門部会での議論の経過 

１ 都市計画マスタープランにおいて検討すべき方向性について 

第 1回都市計画マスタープラン専門部会において、この専門部会において検討して

いくべき内容についての整理や、検討していくべき方向性についての議論を行った。 

(1) 都市計画マスタープラン見直しの必要性について 

今回、「都市計画マスタープラン」を見直す必要性について、各委員の認識を共通

なものとするための説明及び議論を行った。 

 

・都市計画マスタープランにおいて検討すべき方向性について 

・計画策定に向けて基本的な考え方 

①生駒らしさや生駒の個性と特色を明確化する 

②協働としての公の役割、民の役割をどのような戦術・戦略で進めるか 

※これらを踏まえ、策定委員会において提案された主要課題について、さらに

踏み込んで議論する。 

 第 1 回 都市計画マスタープラン専門部会の内容 

 都市計画マスタープランとは何か 

 なぜ都市計画マスタープランを策定する必要があるのか 

 他の上位計画との関係と位置づけについて 

 なぜ見直しが必要なのか 

 都市計画マスタープランで何を決めるのか 
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 (2) 専門部会における作業の進め方について 

「都市計画マスタープラン」において定めるべき事項やその考え方について、専門

部会の各委員の認識を共通なものとするための説明及び議論を行った。 

今回、「都市計画マスタープラン」を見直すにあたって、専門部会での進め方とし

ては、はじめに全体構想の部分である将来像や目標などについて、概ねの方向性を定

めた上で、その後具体的な土地利用計画や市街地整備、都市施設整備の方針について、

現在の問題点等を基に検討作業を行っていくこととした。 

また、地域別構想については、この都市計画マスタープラン専門部会において各地

域の特色を全部把握して細かい内容を決めていくことは困難であることから、具体的

な内容については今後各地域において考えていただくこととし、都市計画マスタープ

ラン専門部会においては、地域における方向性や、体制作りについて議論を行ってい

くこととした。 

一方、まちづくりの実現化の方針については、市民の力を借りないと実現できない

ものであることから、その仕組みや施策面についてを策定作業の終盤で検討していく

こととした。 

 

２ 将来人口推計について 

第 2回 都市計画マスタープラン専門部会では、既に策定委員会において提案され

ていた主要課題について、生駒らしさや個性、特色を踏まえ検討していくため、社会

環境変化のうち将来人口の推計について、第 5 次総合計画策定における人口推計及び

現在奈良県で実施している線引き見直し作業における人口推計を参考に、都市計画マ

スタープラン見直しの前提となる将来人口推計の整理を行った。 

 

 

 都市計画マスタープラン見直しの必要性について 

○現計画策定時点以降の社会環境変化に対応した、見直しの必要性 

○上位計画である「生駒市総合計画」の策定に伴う、見直しの必要性 

○上位計画である「奈良県都市計画区域マスタープラン」の改定に伴う、見直しの必

要性 
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(1) 総人口の見通し 

本市の将来の総人口は、今後社会動態がゼロ（転入と転出が均衡）で推移する

と、少子化の影響で計画期間の当初から自然動態（出生・死亡の差）がマイナス

に転じるため、次第に減少していくことが見込まれる。 

本市の平成32年（2020年）における総人口については、過去の人口動態を踏ま

えつつ、今後の少子・高齢化の進展を想定し、さらに、本市における計画期間中

の住宅開発計画や子育て・勤労世代の定住を促すための政策的な取組を総合的に

考慮して、新たな住宅開発や政策的な取組によって社会動態（転入・転出の差）

がプラスで推移することを想定し、現状の人口規模から微増した水準のおおむね

121,000人とする。（本計画で想定する総人口及び世帯数の中に、学研高山地区第

２工区への転入等は含まれません。） 

 

 (2) 年齢別人口構成の見通し 

本市においては今後急速に高齢化が進展する状況にあり、平成20年（2008年）

において19.1％の老年人口比率（65歳以上）は、平成22年（2010年）には20.3％、

平成32年（2020年）において26.6％となる見込みである。 

また、年少人口比率（14歳以下）は、上記の期間において、14.5％から11.8％

へ減少、生産年齢人口比率（15～64歳）は、66.6％から61.7％へ減少する見込み

である。 

 

３ まちづくりの目標の方向性について 

まちづくりの目標を定めていくため、これらの前提を踏まえ、第3回策定委員会に

おいて提示されたまちづくりの主要課題について、「①生駒らしさや生駒の個性と

特色、②協働としての公の役割、民の役割」を踏まえ、第2回及び第3回の専門部会

において議論・検討を行い、次ページのとおり「まちづくりの目標を定めていくた

めのキーワード」として取りまとめた。 

 

なお、第4回専門部会において、都市計画マスタープランにおけるまちづくりの考

え方（将来像と目標）案として設定した前項の内容については、今後議論が進んで

いく中で再度フィードバックし、最終的な目標設定を行っていく。 
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これまでの議 論 を踏 まえた、まちづくりの目 標 検 討 のキーワード集 について  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

専門部会での主な意見 

 

これまでの議論等を踏まえた、踏まえるべき 「まちづくり方向」のあり方 

目標検討の視点案（主要課題関連） 

（現況、市民意向、環境変化等に基づく） 

■生駒の自然（みどり）を守り、活かすまち 
・山林・水辺・田園等の環境の保全と活用 
・生駒らしい、山並み・眺望景観の保全 
・地域資源を活かした景観整備 
■身近なみどりあふれる、うるおいあるまち 
・まちなかの緑化推進 
・身近な緑を増やし、質の高いまちなみ景観の形成 
・公園・緑地のネットワーク化 
■みどりに囲まれた質の高い生駒ブランドの住宅地 
・自然や緑豊かな住宅地としてのブランド強化 
■生駒の歴史文化を育み、活かすまち 
・多彩な歴史文化資源の保全 
・歴史文化資源を各地域の活性化に活かす取組強化 
・地域の観光交流資源のネットワーク化と観光・交
流人口の増大 

■拠点が連携する賑わいあるまち 
（コンパクトなまち） 
・中心拠点の商業等広域魅力強化、高質景観形成 
・各地域の特色ある身近な商業サービス等機能の充実 
・コンパクトシティ（機能集約的な都市） 

■活力ある産業のあるまち 
・学研都市の活性化、企業誘致の推進 

■拠点を連携する交通ネットワークの形成 
（移動しやすいまち） 
（交通利便性を活かしたまちまち） 
・公共交通利用環境の維持・充実 
・駅周辺のバリアフリー 
・主要道路網の整備 
・駅周辺の駐車・駐輪対策の充実 

■協働のまち 
・市民自治の推進 
・協働の活性化、活発な地域まちづくり活動 
・協働のしくみづくり 
・自然環境・景観を守る仕組みづくり 
・みんなで、まちの美を育むまち 

 

■安全・安心なまち 
・災害に強いまち 
・高齢者の居住継続の支援充実 
・若年層の定住促進や子育て支援機能の充実 

■快適な生活環境のあるまち 
・身近な道路、下水道、公園・広場等の整備 

 

・質の高い住環境を、次世代に向けていかに形成
していくかが重要 

・そのためには、住環境のメンテナンスが重要で
あり、いかに住民の力を引き出し、住宅地の資
産価値の向上を図っていけるかが重要 

・単なる住宅都市にとどまらず、交流人口として、
いかに生駒市に来てくれる人を増やしていく
か、も重要 

 

  

・将来の人口減少を考えると、中心部において、
交通利便性が高く都市機能集積も高いメリット
を活かし、住宅、都市機能の集約や、それと公
共交通の充実を図っていくことが重要 

・生駒駅前の整備推進が望まれる 
・道路交通が脆弱 

 

・交通利便性が高いことから、周辺都市の質の高
い教育環境を享受しやすいなど、交通利便性の
高さを活かしていくべき 

 

・防災まちづくりには減災の視点が重要 
・みどりの景観保全は、環境保全・共生や、安全・
安心なまちづくりにも有効 

・ニュータウンの高齢化に十分留意しつつ、居住
継続可能なまちづくりが重要 

・将来の地区別人口減少や高齢化に十分留意すべき

・「協働」のまちを強調すべき 
・住民参加や住民自治の促進には、地域のコミュニ

ティづくりが重要 
・新旧住民の交流連携促進が必要 
・柔軟性、弾力性に富んだ都市づくり（しなやかなまち
づくり）が必要 

行政の考えるまちづくり 

 

・地域の特性を踏まえたまちづくりを
進める 

・中心市街地などで電線類の地中化や
良好な街並み形成による美しいまち
にする 

・里山、農村の自然環境を保全し、居
住と調和した環境づくりを行う 

・歴史や文化などのまちの資産や古く
から伝わるものを活かし、新しいも
のと調和したまちにする 

 

まちづくりの目標検討の 

キーワード集 

・日々の暮らしを歩いて暮らせるまち
にする 

・産業の育成、企業の誘致、地産地消
の促進により自立し活力あるまちに
する 

・中心市街地など都市拠点に人が集ま
り、賑やかで元気のあるまちにする。 

・防災機能が強化されたまち 
・災害発生時の応急体制が充実した、
被害が最小限となる減災のまち 

・犯罪などが起こりにくい、安心して
住める危険の少ないまちにする。 

 

・生駒の自然を守り、活かすまち 
・身近なみどりあふれる、うるおいあるまち 
・生駒らしい景観を育むまち 
・豊かなみどりに囲まれたまち 
・市民がつくる住宅ブランドの高いまち 
・生駒の自然や歴史文化に親しむまち 
・交流さかんなまち 
・地域への愛着や誇りを育てるまち 
・歩きたくなる回遊したくなるまち 
 

 

・活力ある拠点のあるまち 
・賑わいと個性ある拠点のあるまち 
・身近な便利のあるまち 
・拠点が連携する、コンパクトなまち 
・活力ある産業のあるまち 

 

・全ての人が移動しやすいまち 
・公共交通が便利なまち 
・まちの元気を支える交通便利なまち 
・都市の資産（ストック）を上手に使うまち 

 

・安全・安心なまち 
・全ての人にやさしいまち 
・防災から減災のまち 
・まちなか空閑地の保全・創造 
・快適な生活環境のあるまち 
・ニュータウンの高齢化に留意したまち 

 

・協働のまち 
・住民の交流・コミュニティを育むまち 
・まちの魅力を高める協働のまち 
・みんなで安心や愛着を育てる協働のまち 
・地域を自分たちで創り育てる自立したまち 
・しなやかなまち 

 

・自らの地域に対する住民の意識が高
い、自立したまちにする 

 

・自家用車に頼らず歩いて暮らせるま
ちにする 

・まちの基盤や資産を上手に使い、大
切に育てるまちにしたい 

・すべての人が自由に行動できるユニ
バーサルデザインのまちにする 
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まちづくりの考え方 （将来像と目標） 案 について 
先の「目標検討のキーワード集」および「第５次総合計画の基本理念案」を踏まえると、「まちづくりの目標検討に係る重要なキーワードの柱」は、以下のように整理されます。 

この、「まちづくりの目標検討に係る重要なキーワード」を踏まえつつ、「まちづくりの目標」を、以下のような柱立てで設定します。 

「まちづくりの将来像」については、「第５次総合計画の将来像案」を踏まえつつ、「まちづくりの目標」によりめざす「都市の将来イメージ」を表現するものとして、以下のように「将来の都市像」を設定します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

まちづくりの目標検討に係る 

重要なキーワードの柱 （集約化） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協働のまち 

まちづくりの将来像 

 

 

 

 

 

  

まちづくりの将来像 【第５次総合計画】 

 

 

 

 

まちづくりの基本理念 【第５次総合計画】 

 

 

 

 

 

  

1 市民主体のまちづくり 
まちづくりの主体は市民です。市民主体のまちづくりの基本ルールを定めた条例等に基づき、あらゆ

る分野における、市民の参画、市民・事業者・行政の協働を推進します。 

3 持続可能な都市経営 
少子・高齢化の進行、増え続ける社会保障経費、厳しい財政状況、地球環境問題の深刻化など、これ

までの様々なシステムの持続可能性を大きく揺るがす変化が本市を取り巻いています。こうした変化に
対応するため、既存の方法を不断に見直し、次世代へ引き継ぐための持続可能な都市経営を行います。 

2 自助・共助・公助 
身近な暮らしに関わるまちづくりにおいては、まず「自助」（自分自身が行う）、次に「共助」（周

囲や地域が協力する）、そして「公助」（行政が支援する）という考え方を基本とします。 

将来像 〔まちづくりのメイン・テーマ)〕 

“ 市民が創る ぬくもりと活力あふれるまち・生駒 ” 

めざす都市像 

 

 

 

 

将来都市像 〔まちづくりのサブ・テーマ)〕 

“ 「推進」「協働」「支援」でつくる 持続可能なまち ” 

まちづくりの考え方（将来像と目標）案 

 

 

4 みんなで育む、住み続けられるまちづくり 
・地域との協働による減災・防犯、福祉・子育て環境の充実の仕組みづくり 

・協働のまちづくりのための人材育成 

・環境保全・景観美化などの市民への啓発・参加の促進 

・高齢化・少子化を考慮した持続可能なコミュニティの再生 

・安全・安心な地域づくりための公共施設や空閑地の活用 

・生活道路、下水道など、地域課題に対応した生活環境の充実 

 

1 豊かな自然が輝く環境まちづくり 
・市民・事業者の啓発・インセンティブによる市街地の緑化推進 

・地球温暖化・ヒートアイランド対策としての水辺や緑の保全 

・緑の保全創出とネットワーク化による生態系の保全 

・水辺や緑地のアメニティ向上 

2 みんなが住み続けたくなるブランドまちづくり 

・優良住宅地としての生駒ブランドの継承・発展 
・交流を生み出す生駒らしい歴史文化遺産や産業などの地域資源の保全と活用 
・生駒山系の眺望確保や田園風景の継承と、市街地の良好な景観の保全・創出 
・駅前などの都市拠点における個性ある景観の創出 
・学研都市の機能集積による産業機能と雇用環境の強化による職住近接の実現 
 

3 誰もが移動しやすいコンパクトなまちづくり 
・駅前などの都市拠点整備による公共交通の利用促進 

・生駒駅周辺などの中心拠点への都市機能の集積による利便性向上と活性化の促進 

・主用公共施設や都市拠点を結ぶ幹線ネットワークの充実 

・公共交通サービスの充実とバリアフリーの推進 

まちづくりの目標検討の 

キーワード集 
 

・生駒の自然を守り、活かすまち 
・身近なみどりあふれる、うるおいあるまち 
・生駒らしい景観を育むまち 
・豊かなみどりに囲まれたまち 
・市民がつくる住宅ブランドの高いまち 
・生駒の自然や歴史文化に親しむまち 
・交流さかんなまち 
・地域への愛着や誇りを育てるまち 
・歩きたくなる回遊したくなるまち 
 

・活力ある拠点のあるまち 
・賑わいと個性ある拠点のあるまち 
・身近な便利のあるまち 
・拠点が連携する、コンパクトなまち 
・活力ある産業のあるまち 

 

・全ての人が移動しやすいまち 
・公共交通が便利なまち 
・まちの元気を支える交通便利なまち 
・都市の資産（ストック）を上手に使うまち 

 

・安全・安心なまち 
・全ての人にやさしいまち 
・防災から減災のまち 
・まちなか空閑地の保全・創造 
・快適な生活環境のあるまち 
・ニュータウンの高齢化に留意したまち 

 
・協働のまち 
・住民の交流・コミュニティを育むまち 
・まちの魅力を高める協働のまち 
・みんなで安心や愛着を育てる協働のまち 
・地域を自分たちで創り育てる自立したまち 
・しなやかなまち 

 

まちの資産を守り活かすまち 

コンパクトでネットワーク化されたまち 

生駒らしい環境・景観を守り

育てるまち 

生駒の自然や歴史文化に親

しみ愛着を育てるまち 

活力ある拠点が連携するまち 

移動しやすいまち 

住み続けられるまち 

行政が先導で進める「推進」、

市民とともに進める「協働」、

市民主体で進める「支援」を

明確にした、協働のまち 

キーワード集を集

約・総括すると 
キーワードの柱を目

標に置き換えると 

キーワード集を目標

の文章に盛り込むと 
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「まちの資産を守り活かすまち」に留意した都市構造の方針 

「コンパクトでネットワーク化されたまち」に留意した都市構造の方針 

４ 将来都市構造について 

第４回都市計画マスタープラン専門部会では、まちづくりの考え方（将来像と目

標）案を踏まえ、「まちの資産を守り活かすまち」と、「コンパクトでネットワーク化されたま

ち」のそれぞれに留意した都市構造の方針を整理し、「将来都市構造図（案）」につい

ての検討を行った。 

 

自然環境に囲まれた、緑あふれる都市環境づくり 
【市街地ゾーン】 

ゆとりある市街地環境を保全し、環境負荷に配慮した、緑あふれるコンパクトな都市形成を図ります。 

【緑地ゾーン】 

生駒市のシンボルである生駒山地や矢田丘陵などの緑地については、自然環境の保全を基本としつつ、市

民のやすらぎ・うるおいの空間としての活用を図ります。 

【田園ゾーン】 

農地や既存集落などの田園地帯については、人の食を支える場所として、都市近郊型農業の振興を図ると

ともに、ゆとりとうるおいを醸し出す貴重な緑地空間として保全・創出を図ります。 

生駒の自然・歴史文化に親しむ交流環境づくり 
【緑水軸】 

地形的には、周囲を緑豊かな山地・丘陵に囲まれ、その間を流れる富雄川と竜田川の二つの水系が南北

方向の軸となる都市構造になっているため、自然環境を活用した、うるおいのある緑水軸を形成するとと

もに、緑水軸と公園緑地拠点・歴史文化拠点等を連携する、快適な歩行者ネットワークの充実を図ります。

【公園緑地拠点・歴史文化拠点】 

市内に点在する主な公園緑地や歴史文化資源は、市内外の観光・交流人口の増大を図る拠点として、魅

力ある環境形成を図ります。 

拠点が連携するコンパクトな都市づくり 
【都市拠点・中心拠点】 

本市の玄関口である近鉄生駒駅周辺地域を中心拠点としつつ、隣接する東生駒駅周辺地域と連携した都

市拠点を形成し、生駒駅前北口再開発事業等によって様々な都市機能の集積を図ります。 

【地域拠点】 

生駒市は南北に長い都市であることを考慮し、主要駅周辺地区は、鉄道利用利便性を活かしつつ、住民

の利便性を高めるため、各駅周辺における地域・地区の生活サービス・交流・居住等機能の充実と、駅周

辺の歩きたくなる歩いて暮らせるまちづくりを図ります。 

特に、学研奈良登美ヶ丘、学研北生駒、東生駒の各駅は、都市拠点を補完する商業・交流等の機能強化

を図ります。 

【産業・学術研究拠点】 

既存の学研都市および北原工業団地を中心に、学術・研究・業務機能等の集積を図るとともに、学研高

山地区第２工区については、地域の状況や社会経済環境、関係者の意向等を踏まえて、「自然環境との共

生」を軸とした適切な土地利用の配置・誘導に努めます。 

すべての人が移動しやすい交通環境づくり 
【鉄道軸・幹線道路軸】 

道路整備等により南北方向のネットワークの強化を図るとともに、鉄道利用の利便性を活かした拠点

（中心拠点・地域拠点）を中心とする公共交通を利用しやすい環境づくりを進め、都市活動の促進を図り

ます。 

【交通結節点（鉄道駅）】 

鉄道駅を中心に公共交通を利用しやすい環境づくりを進めるとともに、各駅の機能に応じ、身近な交流

活動が行われるような環境づくりを進めます。 
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将来の都市構造図（案） 
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○ 今後の予定 
 

都市計画マスタープランにおける構成からみた、今後の検討内容については、次のよ

うになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体構想 
 

 

① 都市づくりの考え方 

・ 将来像（テーマ） 

・ 都市づくりの目標 

・ 将来人口フレーム 

・ 将来都市構造 

② 都市整備の基本方針 

・ 土地利用 

・ 市街地整備 

・ 都市施設整備（交通・公園・下水・河川など） 

・ 都市防災 

・ 環境・景観形成 など 

＊ 評価指標の検討 

 

地域別構想 
 

① 地域設定 

② 地域別まちづくり方針 

・ 地域の概況と課題 

・ 地域の将来像・目標 

・ 目標実現のための地域まちづくり方針 

 

実現化に向けて 
 

 

① 市民参加によるまちづくりの方針 

② 計画に基づく都市行政の推進の方針 

など 
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景観計画 

の策定状況について 
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○  策定委員会から専門部会への附議事項について 

第 3 回策定委員会において、景観計画専門部会に対して附議された事項

としては、以下の２点に留意した、景観計画の策定作業となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  景観計画専門部会での議論の経過 

１ 景観計画の考え方について 

第１回専門部会で「景観計画の策定について」の研修を行った後、

景観計画の構成をどのようにするかの議論を行った。景観計画の策定

案としては次のとおり  

(1)  既計画（景観形成ガイドプラン、景観形成基本計画）を基に景観法

第８条 ※ に基づく景観計画を策定。  

(2)  既計画（景観形成ガイドプラン、景観形成基本計画）を合体させ、

景観計画を盛り込む。  

(3)  時間をかけ、一から景観形成基本計画を策定し、景観計画を盛り込

む。  

 

※景観計画で定める内容は景観法第８条に示されており、以下に示すような

必須事項と選択事項があります。 

・良好な景観形成の方針について 

・生駒市の景観計画をどのように策定すればよいのかを内容までを

踏み込んで議論する 

15



 
 

 

 

景観計画に定める事項 

必須事項  

 景観計画区域 景 観 計 画 の 計 画 区 域 。 都 市 計 画 区 域 に 限 ら

ず 、農 地 や 山 林 を 含 め て 良 好 な 景 観 の 保 全・ 形

成 上 必 要 な 範 囲 を 幅 広 く 指 定 す る こ と が で き

る 。  

 景 観 計 画 区 域 に お け る 良

好 な 景 観 の 形 成 に 関 す る

方針 

景 観 計 画 区 域 に お い て 、良 好 な 景 観 を 形 成 す

る た め に 定 め る 方 針 。課 題 や 景 観 特 性 な ど を 踏

ま え て 、 良 好 な 景 観 形 成 の 方 向 性 を 示 す 。  

 良 好 な 景 観 の 形 成 の た め

の 行 為 の 制 限 に 関 す る 事

項 

良 好 な 景 観 を 形 成 す る た め 、届 出 の 対 象 と な

る 行 為（ 届 出 対 象 行 為 ）に つ い て 、行 為 の 制 限

の 基 準（ 景 観 形 成 基 準 ）を 定 め る も の 。※ 届 出

対 象 行 為 に つ い て は 第 16 条 で 規 定  

 景 観 重 要 建 造 物 又 は 景 観

重要樹木の指定の方針 

良 好 な 景 観 形 成 に 資 す る 重 要 な 建 造 物（ 建 築

物 お よ び 工 作 物 ）と 樹 木 を 指 定 し 、積 極 的 に 保

全 す る も の 。  

な お 、景 観 法 よ り も 厳 し い 規 制 が 課 せ ら れ て

い る 国 宝 、重 要 文 化 財 、特 別 史 跡 名 勝 天 然 記 念

物 な ど は 適 用 除 外 と な っ て い る 。  

選択事項  

 屋 外 広 告 物 の 表 示 及 び 屋

外 広 告 物 を 掲 出 す る 物 件

の 設 置 に 関 す る 行 為 の 制

限に関する事項 

景 観 を 構 成 す る 大 き な 要 素 で あ る 屋 外 広 告

物 に つ い て 、そ の 表 示 や 設 置 に 関 す る 基 準 等 を

定 め る も の 。  

 景 観 重 要 公 共 施 設 の 整 備

に関する事項 

景 観 に 大 き な 影 響 を 与 え る 道 路 、河 川 、都 市

公 園 等 の 公 共 施 設 に つ い て 、周 辺 地 域 を 含 め た

良 好 な 景 観 形 成 を 行 う た め 、そ の 整 備 に 関 す る

事 項 を 定 め る も の 。  

 景 観 重 要 公 共 施 設 の 占 用

等の基準 

景 観 重 要 公 共 施 設 に つ い て 、景 観 上 の 特 性 を

維 持 、増 進 す る た め に 必 要 な 占 用 等 の 許 可 の 基

準 を 定 め る も の 。  

 景 観 農 業 振 興 地 域 整 備 計

画 の 策 定 に 関 す る 基 本 的

な事項 

農 業 振 興 地 域 に お い て 、各 地 域 の 魅 力 あ る 景

観 を 保 全・創 出 す る た め に 必 要 と な る 基 本 的 な

事 項 を 示 す も の（ 景 観 農 業 振 興 地 域 整 備 計 画 の

内 容 を 記 述 す る も の で は な い ）  

 自然公園法の許可の基準 景 観 計 画 区 域 と 国 立・国 定 公 園 の 区 域 の 一 部

が 重 複 す る 場 合 に 、国 立・ 国 定 公 園 の 特 別 地 域

等 で 行 わ れ る 自 然 公 園 法 の 許 可 が 必 要 な 一 定

の 行 為 に つ い て 、景 観 計 画 に お い て 、良 好 な 景

観 の 形 成 の た め に 必 要 な 上 乗 せ の 許 可 基 準 を

定 め る こ と が で き る と い う も の 。  
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２ 景観計画の策定案について 

景観計画の構成を検討する上で、生駒市の景観がどのような規制で守

られてきたかを、部会内の共通認識とする必要がある。  

そのため、第 2 回及び第 3 回の専門部会において、以下の内容につい

て改めて研修を行った。  

第２回景観計画専門部会 

・景観と都市計画の関係について  

第３回景観計画専門部会 

・景観と緑の関係について  

３ 生駒市景観計画の構成（案）について 

景観計画の構成案については、第 4 回景観計画専門部会の中で下記右

側の生駒市景観計画をまず策定することとした。 

策定後、生駒市景観形成基本計画を策定することとなった。 

生駒市都市景観形成 

ガイドプラン 

生駒市景観形成 

基本計画 

 
生駒市景観形成基本計画(改訂)

第３章 景観形成の方策 

第２章 景観形成の目標・方針

第１章 景観特性と課題 

序 章 目的と位置づけ 

第 ４ 章  景 観 形 成 の た め の 推 進 体

 
生駒市景観計画

行為の制限に関する事項 

景観計画区域 

景観重要建造物・ 

樹木の指定の方針 

良好な景観の形成 

に関する方針 

誘導・啓発 規 制 
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４ 景観計画区域の設定について 

景観計画区域の設定については、第５回景観計画専門部会の中で協

議を行い、市域全体を景観計画区域にすることとした。 

景観計画区域内の区分については、奈良県の景観計画に位置付けら

れている広域幹線沿道区域を設定し、他の区分については景観形成基

準とあわせて検討することとした。 

 

＜生駒市景観計画区域案＞ 

景観計画区域（市内全域）＋広域幹線沿道区域 
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○  今後の予定 
 

第 4 回景観計画専門部会で次のとおり景観計画の構成について決定し、

第 5 回の景観計画専門部会で景観計画の区域を決めた。次回の部会で良好

な景観形成のための行為の制限に関する事項を検討した後、良好な景観の

形成に関する方針と景観重要建造物及び景観重要樹木の指定方針をまと

め、その後、景観条例案を策定していきたいと考えている。 

 

 

 

景観計画に定めていく事項 景観条例の制定内容 

生駒市景観形成基本計画の策定 

【必 須 届 出 対 象 行 為 】 

一  建 築 物 の建 築  

二  工 作 物 の建 設 等  

三  開 発 行 為  

【選 択 可 能 な届 出 対 象 行 為 】 

一  土 地 の形 質 の変 更  

二  木 竹 の植 栽 又 は伐 採  

三  さんごの採 取  

四  屋 外 における物 件 の堆 積  

五  水 面 の埋 立 て又 は干 拓  

六  外 観 の照 明  

景観計画の区 域 
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市民参加の実施について  

 

都市計画マスタープラン及び景観計画の策定作業において、より一層市民

参加、参画を図っていくとともに、両計画策定後のまちづくりについても市

民との協働により推進していくため、まちづくりに興味がある市民の集まる

場の提供も兼ね、前回の第 4 回策定委員会において、平成２２年度は「（仮

称）暮らしの景観・まちづくり研究会」を開催することとして提案しており

ましたが、今回、策定委員会の学識経験者の皆さんのご協力をいただき、 

 

～みんなでつくる“まち・景観”～ 

「いこま塾」  

 

を開催させていただくこととなりました。 

この「いこま塾」では、市民の皆様一人ひとりが身近なまちづくり、良好

な景観づくりを考えるきっかけになればと考えており、これまでのような一般

公募ではなく、市民３，０００人を無作為に抽出し、７月１５日に別紙の案内

を送付し、８月６日を期限に参加者の募集を行っています。 

 

※  ８ 月 ３ 日 現 在 の 応 募 者 数 ：    名  
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～みんなでつくる“まち・景観”～ 

「いこま塾」開催のご案内 

 

 
日頃から、本市行政に対しましてご理解とご協力をいただきありがとうござい

ます。 

さて、本市では、現在、将来のまちづくりや都市計画のための基本方針となる

「都市計画マスタープラン」の見直しと良好な景観形成を促進するため「景観計

画」の策定を都市計画マスタープラン及び景観計画策定委員会で検討いただいて

います。 

このたび、策定委員会の先生方により、多くの市民の皆様にまちづくりへの関

心を持っていただき参画していただくことを目的に、これからのまちづくりにつ

いての講演を行っていただけることとなりました。 

今回は、生駒市民 119,000 名の中から、3,000 名を無作為抽出させていただき

「いこま塾」開催のご案内をお送りさせていただきました。 

市民の皆様一人ひとりが身近なまちづくり、良好な景観づくりを考えるきっか

けになればと考えておりますので、是非ともご参加くださいますようお願いいた

します。 

 

平成 22 年 7 月 15 日  

 

生駒市長 山下 真  

「 い こ ま 塾 」 の 内 容 等 は 、 裏 面 に 記 載 し て お り ま す の で ご 覧

い た だ き ま す よ う お 願 い い た し ま す 。  

参考 市民配布資料 
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１ 講座内容及び日時 

(1) まちづくりってなに？（都市計画とまちづくり） 平成 22 年 9 月 26 日（日）9 時 

講師：大阪府立大学大学院 増田 昇 教授 

   大阪産業大学 田中 みさ子 准教授 

(2) みんなでつくる 景観まちづくり 平成 22 年 10 月 17 日（日）9 時 

講師：近畿大学 久 隆浩 教授 

(3) 交通からはじめるまちづくり 平成 22 年 11 月 28 日（日）9 時 

講師：大阪大学大学院 松村 暢彦 准教授 

(4) みんなでつくる 緑のまちづくり 平成 22 年 12 月 12 日（日）9 時 

講師：大阪府立大学大学院 下村 泰彦 准教授 

(5) みんなでつくる 持続可能なまちづくり 平成 23 年 1 月 23 日（日）9 時 

講師：大阪市立大学大学院 嘉名 光市 准教授 

(6) わいわいがやがやまちづくり（これからのまちづくり）平成 23 年 2 月 20 日（日）9 時 

講師：近畿大学 久 隆浩 教授 

２ 場 所 

 生駒市役所 ４階 大会議室 

３  参 加 で き る 方  

 原則として、すべての講座に参加できるご本人様。 

４  参 加 定 員 数  

 ８０名程度 

 参加申し込みが、多数となった場合、抽選とさせていただきます。 

５  参 加 申 込 の ご 返 送  

 同封の返信用はがきに必要事項をご記入のうえ、平成２２年８月６日（金）

まで（必着）にお送りくださいますようお願い申し上げます。 

 

 

 ◇  お問合せ先 

   生駒市役所都市計画課 

「いこま塾」事務局 

 ℡  0743-74-1111 内線  565 
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